
国民健康保険窓口一部負担金減免制度の見直しは 撤回を！！！！ 

◆「国の通知2010年により適用事由や期間を厳しくする」といいますが・・・・・ 

 広島市の国保減免制度 

●昭和40年ごろから実施 

●対象になるのは 

    入院も通院も対象。災害・事業の休廃止・

失業などなどなどなどにより生活が著しく困難生活が著しく困難生活が著しく困難生活が著しく困難になった世帯 

（上記の理由で生活が困窮している世帯）（上記の理由で生活が困窮している世帯）（上記の理由で生活が困窮している世帯）（上記の理由で生活が困窮している世帯）    

●所得基準（平均月収） 

 ・生活保護基準110％未満  免除  

    見直しでは見直しでは見直しでは見直しでは    

 ●対象理由 

   ➨災害などの一時的な理由のみ

に限定？ 

 ●期間➨３か月の短期間だけ？ 

国保一部負担金減免制度利用状況  

        2561件、9543万9101円(2011年度）    

国保世帯171,419世帯／288,130人   

 国保の窓口一部負担金減免制度は、生活保護基準から

１３０％までの収入の人を対象に、３か月をめどに、入院

や通院の窓口での医療費負担を減免する制度です。どの程

度減額・免除するかは、１９５９年の国の通知でこれまで、

各自治体に任せられてきました。 

 この制度を十分に活用しない自治体が多いので、あらた

めて国は、２０１０年の通知で、基準などを具体的に示し、

実施するようにもとめました。 

 その際、自治体の上積みが望ましいと国会で答弁し、自

治体向けのＱ＆Ａでも「国の基準以上の自治体は、合わせ

る必要はない」との見解をしめしています。 

 しかし、今回の事務事業見直しで、広島市はまったく逆

に、他の市町より利用者が多いことを問題にして、国の通

知を根拠にして、基準を厳格に運用するとしています。 

 最低の基準を示した国の通知（2010年）を悪用し

て、予算を削減しようというものではありませんか！ 

 

２０１３年１月１７日、「反貧困ネットワークと国保を良くする

会」が合同で健康福祉局長と交渉 
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１２月議会に撤回求める請願２件。市民から反対の声が！！ 

誇れる広島市の減免制度を否定する根拠はありません 

 

 健康福祉局長も、「市

民の役に立っている

制度」(１７日交渉） 
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 国民健康保険は「相互扶助・助け合

い」の制度だから、利用者の保険料で

まかなうために限界があるから、生活

困窮者は、生活保護制度を利用しても

らえばいいといいます。 

 しかし、生活保護の受給要件は、厳

しく、預貯金も使い果たした末でない

と受給できません。減免制度の厳格化

で、生活保護をうけれない低所得の人

を切り捨てることになります。 

 これでは、「社会保障」と明記された

国民健康保険法の目的を骨抜きにし、

広島市民の命と健康をまもる公的責

任を放棄するものです。 

国保法の目的

国保法の目的

国保法の目的

国保法の目的    

    第一条
第一条
第一条第一条   

  この法律は、国民健康保険

事業の健全な運営を確保し、

もつて社会保障及び国民保健

社会保障及び国民保健

社会保障及び国民保健

社会保障及び国民保健

の向上
の向上
の向上の向上に寄与することを目的

とする。 

●重度心身障害者・乳幼児等・ひと

り親家庭等療養援護金支給事業 

                       →廃止廃止廃止廃止    
    重度心身障害者・乳幼児等医療費・ひとり親医療

費補助を受けている方で、１５日以上継続して入院

した方を対象に、月額１０，０００円支給するもの

です。（国または地方公共団体からの医療に関する

給付により自己負担を生じない方を除きます） 

 (注)入院には、介護保険での介護療養型医療施設への入院を含みます。  

 

 広島市の独自施策はなしに！ 

 市は「県内で福山市も廃止し、広島市だけになっ

たので、県民間の公平性が損なわれるとの理由で廃

止をする」としています。広島市の独自の施策は、

全部否定するのでしょうか。 

 

 福祉医療の無料化に逆行 
 １９９４年（平成６年）に国の医療改悪の中で、

入院費から食費がはずされて、自己負担が求められ

ることになりました。 

 療養援護金は、福祉医療制度の利用者を対象に、

この負担を軽減するため創設されました。 

 負担軽減のこの制度が生まれた背景には、経済的

な理由で入院をあきらめることがあってはいけない

という市民の運動があります。これを廃止すること

は、福祉医療の無

料化に逆行させる

ことにつながって

いくのではないで

しょうか。 

 

●一般健康診断事業 →順次廃止順次廃止順次廃止順次廃止         

 来年度から、南区・西区を廃止し、放射線技師の退職・

検査機器の老朽化などに合わせて、今後順次廃止していこ

うというものです。 

 民間医療機関で代替できるとしていますが、中小零細企

業などから、利用しやすいと喜ばれて平成23年度には8,264

人が受けています。 

 一般健康診断の受診率の向上が叫ばれている時に、労働

安全衛生法など法令を順守させるべき自治体は、雇用主と

しても市民に対しても、受診率向上にむけて努力をすべき

です。 

 一般健康診断事

業の廃止は、働く人

をはじめ市民の健康

に責任を持つべき公

衆衛生行政の後退

ではないでしょう

か。 

一般健康診断とは？ 

●就職や受験に必要な診断書や証明

書を発行するための検査 

●職場の定期健康診断 

  労働安全衛生法に基づいて、毎年、

はたらく人の健康確保を目的として、

雇用主に実施が義務づけられてい

ます。 

   

 広島市の自主性もなくするんですか？ 

現在は、各保健センターで受けることができます。健診料は検査内

容によって異なりますが、2140～9020円と廉価に設定されています。 

区 分 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 

中保健センター  ○    

東保健センター   ○   

南保健センター   ○   

西保健センター    ○  

安佐南保健センター  ○    

安佐北保健センター     ○ 

安芸保健センター    ○  

佐伯保健センター ○     

平成２５年度健診廃止 

 

◆「長期に生活に著しく困窮している人は、 

    生活保護制度を利用してもらえばいい」としていますが・・・ 

市民を泣かす 悪い方へ右ならえ！？ 

 


